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（
質
問
の 

一
） 

答

弁

第

一

号 
   

衆
議
院
議
員
赤
松
勇
君
提
出
医
薬
分
業
の
推
進
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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吉 
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内
閣
総
理
大
臣 

田 
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一 
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三 

 
衆
議
院
議
員
赤
松
勇
君
提
出
医
薬
分
業
の
推
進
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

数
量
的
に
み
た
医
薬
分
業
の
実
施
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
（
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
資
料

に
よ
る
。
） 

(1) 

社
会
保
険
に
お
け
る
処
方
箋
発
行
枚
数 

昭
和
三
十
一
年
度 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
二
、
九
七
四
枚
（
指
数 

一
〇
〇
） 

昭
和
四
十
六
年
度 

 
 

 
 

 
三
、
三
七
九
、
五
四
七
枚
（
〃 

六
三
七
九
） 

(2) 

社
会
保
険
診
療
報
酬
額
（
昭
和
四
十
六
年
度
） 

医
療
費
総
額 

 
 

一
、
〇
四
三
、
五
七
三
、
五
三
〇
千
円
（
一
〇
〇
％
） 

調
剤
金
額 

 
 

 
 

 
 

 

四
、
五
七
六
、
〇
四
三
千
円
（
〇
・
四
四
％
） 



三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

政
府
は
、
昭
和
四
十
五
年
度
に
薬
剤
師
数
の
予
測
に
関
す
る
研
究
を
行
な
い
、
ま
た
、
昭
和
四
十
六
年
度
以

降
都
道
府
県
薬
剤
師
会
の
設
置
す
る
医
薬
品
検
査
セ
ン
タ
ー
の
検
査
設
備
整
備
費
に
対
す
る
国
庫
補
助
を
行
な

つ
て
い
る
ほ
か
、
調
剤
専
門
薬
局
の
整
備
、
無
薬
局
地
域
の
解
消
等
薬
局
側
の
受
入
れ
体
制
の
整
備
に
関
し
て

所
要
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
。
ま
た
、
広
報
活
動
、
各
種
催
物
の
開
催
等
を
通
じ
て
薬
局
及
び
薬
剤
師
の
社
会

的
役
割
に
つ
い
て
国
民
に
対
す
る
積
極
的
な
啓
発
宣
伝
を
行
な
う
な
ど
、
医
薬
分
業
の
意
義
の
徹
底
に
努
め
て

い
る
。 

薬
局
側
の
受
入
体
制
の
整
備
に
関
し
て
は
、
薬
局
の
整
備
、
特
に
医
療
金
融
公
庫
の
貸
付
け
等
を
通
じ
て
調

剤
を
行
な
う
機
関
と
し
て
の
薬
局
の
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
薬
剤
師
の
資
質
の
向
上
等
の
た
め
の
施
策
を

講
じ
て
い
る
。
ま
た
、
医
薬
品
の
管
理
等
の
た
め
、
昭
和
四
十
六
年
度
及
び
昭
和
四
十
七
年
度
に
お
い
て
都
道 

四 

 



四
に
つ
い
て 

      

府
県
薬
剤
師
会
の
設
置
す
る
医
薬
品
検
査
セ
ン
タ
ー
の
検
査
設
備
整
備
費
に
対
す
る
国
庫
補
助
を
行
な
つ
た 

が
、
引
き
続
き
昭
和
四
十
八
年
度
に
お
い
て
も
こ
れ
を
実
施
す
る
方
針
で
あ
る
。 

昭
和
三
十
五
年
度
以
降
医
療
金
融
公
庫
が
薬
局
に
対
し
て
行
な
つ
た
貸
付
件
数
及
び
貸
付
金
額
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。 

五 

 



五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

医
薬
分
業
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
医
師
の
技
術
料
等
の
適
正
な
評
価
と
の
関
連
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
の

意
見
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
診
療
報
酬
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
答
申
に

基
づ
い
て
そ
の
適
正
化
が
図
ら
れ
て
お
り
、
今
後
も
引
き
続
き
診
療
報
酬
の
適
正
化
に
つ
い
て
審
議
が
行
な
わ

れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
結
論
を
ま
つ
て
善
処
い
た
し
た
い
。 

医
薬
分
業
に
つ
い
て
は
、
薬
局
側
の
受
入
体
制
を
整
備
す
る
等
、
分
業
の
基
礎
的
条
件
を
と
と
の
え
る
と
と

も
に
、
国
民
に
そ
の
必
要
性
を
周
知
徹
底
す
る
こ
と
に
努
力
を
払
う
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
推
進
を
図
つ
て
い

く
方
針
を
既
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
こ
の
方
針
の
も
と
に
逐
次
分
業
の
実
施
を
推 

な
お
、
現
在
医
療
金
融
公
庫
に
よ
る
融
資
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
と
別
個
に
薬
局
の
受
入
体

制
整
備
の
た
め
の
金
融
公
庫
を
創
設
す
る
考
え
は
な
い
。 

六 

 



 

七 

進
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。 

七
に
つ
い
て 

現
在
特
段
の
医
薬
品
市
場
の
混
乱
や
不
良
医
薬
品
の
服
用
に
よ
る
医
療
事
故
の
発
生
を
み
て
い
る
と
は
考
え

て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ご
指
摘
の
と
お
り
薬
局
側
の
受
入
れ
体
制
の
整
備
に
よ
る
医
薬
分
業
の
推
進 

は
、
国
民
医
療
の
向
上
を
期
す
る
た
め
必
要
と
考
え
て
い
る
の
で
、
今
後
さ
ら
に
そ
の
推
進
を
図
つ
て
い
く
所

存
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




